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市役所☎0 4 3－ 4 4 3－ 1 1 1 1（代） 平成23年12月1日 4やちまた

退職手当

その他の加算措置

一人当たり平均支給額 19,342千円

定年前早期退職特例措置
（２～20％加算）

区　分
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

自己都合
23.50月分
33.50月分
47.50月分
59.28月分

勧奨・定年
30.55月分
41.34月分
59.28月分
59.28月分

支給率

（注）退職手当の一人当たり平均支給額は、
前年度に退職した全職種に係る職員に支給さ
れた平均額です。

※特別職の給料については、平成23年４月１日から平成24年３月31日の間、左記給料月額
より市長60,200円、副市長36,000円を減額しています。

　○職員手当の状況（平成23年4月1日現在）
　職員には、給料および職員手当が支給されますが、代表的な職員手当の概要は次のとおりです。

区　　分

扶養手当

住居手当

通勤手当

期末手当
勤勉手当

八　　　街　　　市

○配偶者　13,000円
○配偶者以外の扶養親族
　一人　　 6,500円
　16歳から22歳までの子　一人    5,000円加算

同じ 46,756千円

15,026千円

32,372千円

－

期末
465,981千円
勤勉
230,916千円

同じ

一部
異なる

同じ

同じ

○借家の場合
　（家賃が12,000円を超える場合に限る）
　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

○電車・バスを利用する場合
　定期代など55,000円を上限に支給 
○乗用車などを使用する場合
　使用距離などに応じて2,000円～24,500円を支給

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有
（　 ）内は特別管理職員の支給割合（行政職８
級の職員）

（平成22年度支給割合）

６月期
12月期
計

期末手当 
1.25（1.05）月分
1.35（1.15）月分
2.60（2.20）月分

勤勉手当 
0.70（0.90）月分
0.65（0.85）月分
1.35（1.75）月分

国の制度
との異同

支給実績
平成22年度
決算

時間外勤務
手 当

平成22年度決算 支給総額
職員一人当たり支給年額

107,120千円
202千円

平成21年度決算 支給総額
職員一人当たり支給年額

94,252千円
176千円

地域手当

支給対象地域
支給率

支給対象職員数
国の制度（支給率）

八街市全域
３％
529人
３％

地域手当一人当たり
平均支給年額
（平成22年度決算）

114,315円

　○特別職の報酬等の状況（平成23年4月1日現在）

区　分

１週間の
勤務時間

38時間45分 午前８時30分 午後５時15分 正午～１時

始業時間 終業時間
勤務時間の割り振り

休憩時間

給
料

報
　
酬

市　長
副市長
議　長
副議長
委員長
議　員

860,000円
720,000円
445,000円
400,000円
365,000円
355,000円

給料等月額

市　長
副市長

６月期
12月期
計

1.90月分
1.95月分
3.85月分

区　分

期末手当

平成22年度支給割合

議　員
６月期　1.90月分
12月期　1.95月分
　計　　3.85月分

区　分

期末手当

平成22年度支給割合

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況について
○勤務時間および休憩時間の状況
　勤務時間等の状況は次のとおりです。
　ただし、保育園や中央公民館などの勤務場所では、これと異な
る勤務形態の場合があります。

平均使用日数
12.2日 31.2％

消化率

○年次休暇の状況
　（平成22年）

区　分
育児休業

育児短時間勤務
部分休業

11人
１人
６人

新規取得者数

○育児休業・育児短時間勤務
　および部分休業の取得状況
　（平成22年）

（ ）

４．職員の分限および懲戒処分の状況について（平成22年
度）
○ 職員の分限処分の状況
　心身の故障のため、職務の遂行に支障がある職員などに対
しては、公務能率の維持などのために、職員の意に反して降
任、免職または休職の処分を行うことができます。
　平成22年度には、14人の職員が心身の故障により休職処分
を受けています。
○ 職員の懲戒処分の状況
　職務上の義務に違反した職員などについては、公務におけ
る規律と秩序を維持するために、戒告、減給などの処分を行
うことができます。
５．職員の服務の状況について（平成22年度）　　　　　
　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために
勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げて専念
しなければならないこととされています。
　この服務の基本原則を忠実に実行するため、さまざまな機
会において職員の綱紀の粛正や服務規律の確保の周知徹底を
行っています。
６．職員の研修および勤務成績の評定の状況について（平成22
年度）

　職員の資質向上を目的に、庁内においてメンタルヘルス研
修、人事評定者研修などを実施したほか、各種研修機関など
を利用して、階層別研修や専門研修を実施しています。
　また、職員の勤務について、必要に応じて能力や実績など
に関しての勤務成績の評定を行い、その評定の結果に基づき、
昇給や昇任などを行っています。
７．職員の福祉および利益の保護の状況について（平成22
年度）
○ 職員の福祉および福利厚生の状況
　職員の健康管理状態を把握し、疾病などの早期発見を行う
ため、定期健康診断、生活習慣病予防検診を実施しています。
　また、職員の福利厚生事業については、市に代わり、八街
市職員組合が実施しました。
　（職員組合への補助金　1,668,000円）
○職員の利益の保護の状況
　平成22年度に千葉県市町村公平委員会に対する勤務条件に
関する措置の要求、不利益処分に関する不服申し立てはあり
ませんでした。


